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令和８年３月２７日 

 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

 

安城市条例第９号 

 

安城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

安城市国民健康保険税条例（昭和３３年条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項中「１００分の６．７５」を「１００分の７．４３」に改める。 

第５条中「２８，９００円」を「３１，７００円」に改める。 

第６条第１号中「１８，８００円」を「２０，３００円」に改め、同条第２号中

「９，４００円」を「１０，１５０円」に改め、同条第３号中「１４，１００円」

を「１５，２２５円」に改める。 

第７条中「１００分の２．７８」を「１００分の２．８４」に改める。 

第９条中「１１，７００円」を「１２，０００円」に改める。 

第１０条第１号中「７，６００円」を「７，７００円」に改め、同条第２号中「

３，８００円」を「３，８５０円」に改め、同条第３号中「５，７００円」を「５

，７７５円」に改める。 

第１１条中「１００分の２．３２」を「１００分の２．４４」に改める。 

第１２条中「１１，７００円」を「１２，２００円」に改める。 

第１３条中「５，８００円」を「６，０００円」に改める。 

第２７条第１項第１号ア中「２０，２３０円」を「２２，１９０円」に改め、同

号イ（ア）中「１３，１６０円」を「１４，２１０円」に改め、同号イ（イ）中「

６，５８０円」を「７，１０５円」に改め、同号イ（ウ）中「９，８７０円」を「

１０，６５８円」に改め、同号ウ中「８，１９０円」を「８，４００円」に改め、

同号エ（ア）中「５，３２０円」を「５，３９０円」に改め、同号エ（イ）中「２



，６６０円」を「２，６９５円」に改め、同号エ（ウ）中「３，９９０円」を「４

，０４３円」に改め、同号オ中「８，１９０円」を「８，５４０円」に改め、同号

カ中「４，０６０円」を「４，２００円」に改め、同項第２号ア中「１４，４５０

円」を「１５，８５０円」に改め、同号イ（ア）中「９，４００円」を「１０，１

５０円」に改め、同号イ（イ）中「４，７００円」を「５，０７５円」に改め、同

号イ（ウ）中「７，０５０円」を「７，６１３円」に改め、同号ウ中「５，８５０

円」を「６，０００円」に改め、同号エ（ア）中「３，８００円」を「３，８５０

円」に改め、同号エ（イ）中「１，９００円」を「１，９２５円」に改め、同号エ

（ウ）中「２，８５０円」を「２，８８８円」に改め、同号オ中「５，８５０円」

を「６，１００円」に改め、同号カ中「２，９００円」を「３，０００円」に改め、

同項第３号ア中「５，７８０円」を「６，３４０円」に改め、同号イ（ア）中「３

，７６０円」を「４，０６０円」に改め、同号イ（イ）中「１，８８０円」を「２

，０３０円」に改め、同号イ（ウ）中「２，８２０円」を「３，０４５円」に改め、

同号ウ中「２，３４０円」を「２，４００円」に改め、同号エ（ア）中「１，５２

０円」を「１，５４０円」に改め、同号エ（イ）中「７６０円」を「７７０円」に

改め、同号エ（ウ）中「１，１４０円」を「１，１５５円」に改め、同号オ中「２

，３４０円」を「２，４４０円」に改め、同号カ中「１，１６０円」を「１，２０

０円」に改め、同条第２項第１号ア中「４，３３５円」を「４，７５５円」に改め、

同号イ中「７，２２５円」を「７，９２５円」に改め、同号ウ中「１１，５６０円

」を「１２，６８０円」に改め、同号エ中「１４，４５０円」を「１５，８５０円

」に改め、同項第２号ア中「１，７５５円」を「１，８００円」に改め、同号イ中

「２，９２５円」を「３，０００円」に改め、同号ウ中「４，６８０円」を「４，

８００円」に改め、同号エ中「５，８５０円」を「６，０００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の安城市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 

 


